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３　出 席 委 員 委員長 山本　宏行 委員 伊藤　晶

委員 千葉　通子 委員 松戸　敏雄

４　出 席 書 記 事務局長 原　誠司 次　長 舩越　俊雄 次長補佐 清水　公嘉

選挙班主査 宮本　道夫 管理班主査 宮川　総一郎

５　議　　　   題 報告第４６号

報告第４７号

報告第４８号

報告第４９号

６　議事の概要

７　会 議 経 過

明るい選挙啓発ポスター・標語の審査結果について

地方自治法等の法令に基づく直接請求に必要な選挙人の数を告示したことについて

　報告第４８号　地方自治法等の法令に基づく直接請求に必要な選挙人の数を告示したことについて

 　　　　　　　　（報告第４８号については、異議なく、原案のとおり承認された。）

　報告第４９号　指定都市選挙管理委員会連合会委員長会議について

 　　　　　　　　（報告第４９号については、異議なく、原案のとおり承認された。）

　　　　　　　　　　　　　対象となるのか。」

（３）その他

　　②次回委員会について

　　①選挙に関連する報道等について

　　　 市川市長選挙の再選挙・異議申し出、票の再点検の実施及び春日部市長選挙における

　　　 票の再点検に関連する新聞報道について、報告した。

　　　 次回、第１回定例会は、１月２５日（木）午前１０時００時から開催。

（要約）

　報告第４６号について

　　　　伊藤委員   　「県選挙管理委員会の表彰について、具体的にどのような内容により表彰

　　　　事務局　    　「投票率や過去の表彰歴、また投・開票事務において、トラブルがなかった

　　　　伊藤委員   　「イオンは、以前にも表彰されていたと思うが、いかがか。」

　　　　　　　　　　　　美浜区は千葉県議会議員選挙が無投票となったため、今回の千葉県知事

（１）前回会議録の審査

平成２９年第１２回　千葉市選挙管理委員会定例会会議録

　平成２９年１２月２０日（水）　午後４時３０分～午後５時４０分

　選挙管理委員会室

千葉県知事選挙に係る表彰該当者・団体の決定について

指定都市選挙管理委員会連合会委員長会議について

　　 第１１回定例会の会議録を案のとおり承認した。

（２）議題

　報告第４６号　千葉県知事選挙に係る表彰該当者・団体の決定について

 　　　　　　　　（報告第４６号については、異議なく、原案のとおり承認された。）

　報告第４７号　明るい選挙啓発ポスター・標語の審査結果について

 　　　　　　　　（報告第４７号については、異議なく、原案のとおり承認された。）

　　　 また、２月の第２回定例会は、２月１５日（木）に開催することで決定した。

　　　　　　　　　　　　などが考慮されていると思われる。」

　　　　　　　　　　　　選挙で表彰されることとなった次第である。」

　　　　事務局　    　「イオン稲毛店が前回の千葉県議会議員選挙において表彰されている。順

　　　　　　　　　　　　番としては、先にイオンマリンピア店において期日前投票所が設置されたが、



　　　　事務局　    　「相模原市の市議会議員選挙において、異議申し出を受け、票の再点検

　　　　　　　　　　　　を行った結果、按分票の得票差で当落が逆転した事例がある。」

　　　　　　　　　　　　よる制度を採用している国もある。」

　　　　伊藤委員   　「春日部市長の票の再点検は、立会人が行ったのか。」

　　　　事務局　    　「再点検では、両候補者陣営の立会人が１票ずつ確認している。」

　　　　松戸委員   　「同じ得票数の場合は、くじ引きで決まる場合もある。」

　　　　事務局　    　「特に統一地方選挙では、接戦となることも考えられる。」

　　　　千葉委員   　「過去に１票差で当落を決定した選挙があったと思うが、いかがか。」

　　　　事務局　    　「日本では決戦投票の制度はないが、海外ではフランスなどで決選投票に

　　　　千葉委員   　「過去に再選挙の事例はないのか。」

　　　　事務局　    　「政令指定都市では、過去に札幌市長選挙で再選挙となった事例がある。」

　　　　伊藤委員   　「市川市議会議員の補欠選挙は、確定しているのか。」

　　　　事務局　    　「すでに確定している。」

　　　　　　　　　　　　あり、内部で検討をしているため、時間がかかっているのではないかと推察

　　　　　　　　　　　　される。」

　　　　山本委員長　「結果的にもう一度、選挙を行うということか。」

　　　　事務局　    　「法定得票数に達するまで再選挙を行うこととなる。」

　　　　松戸委員   　「決戦投票の制度は、ないのか。」

　報告第４９号について

　その他　　（１）選挙に関連する報道等について

　　　　松戸委員   　「市川市長選挙の対応は、法的な根拠により遅れているのか。」

　　　　事務局　    　「開票した結果、有効投票数に達していなかったこと、さらには開票の中間

　　　　　　　　　　　　発表の経過が不自然という理由で異議申し出を２件受けていると報じられて

　　　　　　　　　　　　いる。」

　　　　松戸委員   　「なぜ、すぐに票の再点検を行わないのか。」

　　　　事務局　    　「異議申し出を受けた場合、３０日以内に返答しなければならないが、市川

　　　　　　　　　　　　市選管が再点検を行う日時や場所、再点検の方法などを定めて行う必要が

　　　　山本委員長　「横浜市の規模は、どれくらい大きいのか。」

　　　　事務局　    　「人口は３７０万人を超え、千葉市の３倍以上大きな都市である。」



上記のとおり、会議のてん末に相違ないことを確認し、署名する。
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